
会長 北野 俊朗 
 

■この度、前会長の伊藤昭さんの後任として、北野俊朗が会長を務

めさせていただく事となりました。 

国の文化財のひとつ重用文化的景観「高島市 針江・霜降の水辺

景観」として指定され１５年が経過しました。 

他地域では、文化的景観の保存活用の一環として、 

観光ルートの整備やイベント開催によって集客を図 

る動きもみられますが、当地区は、重要な構成要素 

であるカバタが個人の所有で宅地内にあることから、一般的な観光

には適さないこともあり、当協議会の活動は環境や景観の保全を目

を中心に実施しています。 

生活環境の変化によりカバタそのものが使われる 

ことは少なくなってきていますが、ホームポンプで 

湧水を活用している家庭がたいへん多いことが今回 

の調査でわかりました。質の良い、豊富な湧水と河 

川、現在残されたカバタをどのように保持して行くかがこれからの

課題となります。 

は、針江・霜降両区の区長や改良組合長経験者など地域の重要な役

職に就いてきた方々で構成されています。この協議会が発足するま

では両区の間ではあまり交流がありませんでしたが、保全活動や会

議などを通じて両区の情報交換や空き家情報、両地区間の問題など

を共有し解決することができており、大変意義が 

あるものと思っております。今後もメンバーが調 

査活動などを地区内で随時実施していますので、 

お気軽にお声かけしてください。 
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は り っ し も

 vol.21.2025（令和 7年）. 7

針江・霜降の水辺景観まちづくり協議会
 

針江・霜降地域は国の「日本遺産」・「重要文化的景観」の選定を受けています。 

  

今年も、夏 まつりを盛り上げます！    
 

 
恒例の水辺あかり 
大川一帯に灯します  
やさしい和ろうそくの灯が  

水辺に清んだ光を放ちます 
 

午後６時３０分頃～８時頃まで 

※天候により中止することがあります。 

 

●場所：針江・霜降 大川一帯 
針江公民館～日吉神社前～ 
行者堂・水辺公園～霜降会議所 

 
●協力： 子ども会、和ろうそく大與ほか 

＜令和 7年度 役員＞ 
針江・霜降の水辺景観まちづくり協議会  

会 長  北野 俊朗 

副会長  山川 隆 

小畑 香津彦（針江区長） 

海東 弘  （霜降区長） 

監 事 山中 昌浩 藤本 徳治 

【針 江】   足立 亨 伊藤 昭 髙田 一雄 

髙橋 正通 前田 豊彦 水田 正彦 

三宅 進 森田 茂之 森田 幸則  

【霜 降】  青木 博 石田 匡信 山川 三津浩 
 
〇カバタ調査班  班長：伊藤 昭 

〇河川調査班   班長：青木 博 

〇水辺景観資料室 室長：足立 亨 

はりっしも information

守る。伝える。活かす。  

私たちの大切な「水の文化」を 
「守り、伝え、活かす」 

活動を進めています。 
 

 
■今年度より、右記の役員にて活動を推

進いたします。新たに北野俊朗さんが会

長に、副会長に山川隆さん（継続）と、

針江・霜降区長が就任し、２名の役員が

加わり活動しています。 

■カバタの「保存修理」「追加登録」等

のご相談、「カバタ調査」「河川調査」「文

化財調査」等、「水辺景観資料室」のご

利用や資料ご寄贈等、重要文化的景観の

整備活用のお問い合わせは、協議会役員

までご連絡ください。 

 

●カバタ調査・保全事業 
●河川調査・保全事業  
●景観保全事業 
●水辺景観資料室整備事業 
●親水まちづくり事業など 

●文化的景観とは，日々の生活に根ざした身近な景観であるため，

日頃その価値にはなかなか気付きにくいものです。文化的景観を保 

護する制度を設けることによって，その文化的な価値を正しく評価し，

地域で護り，次世代へと継承していくことができます。 

重要文化的景観に選定されたものについては，現状を変更し，あるい

はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合，文化財保護法によ

り，文化庁長官に届け出ることとされています。ただし，通常の生産活

動に係る行為や非常災害に係る応急措置等においては，この限りではあ

りません。               （文化庁 HPより抜粋） 

 

風土に根ざした暮らしの景観

 

文化的景観とは 

針江・霜降の水辺景観まちづくり協議会 
 

情報・インフォメーションはこちらから 
https://harisshimo.jp/  

 

会長就任あいさつ 

＊セリ：独特の香りと辛味があるのは欧州原産のクレソン（タイワンゼリ）です。 

 

https://harisshimo.jp/

